
○龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金交付要綱 

平成３０年３月３０日 

告示第１００号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における企業活動の促進を支援し、産業の活

性化を図るため、市内で事業を営む中小企業者が自社で取り扱う製品

等の販路拡大及び販売促進を目的とした展示会等への出展に要する経

費の一部に対し、予算の範囲内において龍ケ崎市展示会等出展支援事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、龍ケ崎

市補助金等交付規則（平成１５年龍ケ崎市規則第１７号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２

条第１項に規定する中小企業者をいう。 

(2) 展示会等 対面又はインターネット上において、国内かつ市外

（インターネット上で開催される場合にあっては、主催団体の本店、

支店等の所在地が国内かつ市外）で開催される展示会、見本市、博

覧会その他これらに類するものであって、１０以上の出展者が予定

されているものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」と

いう。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合に

おいて、直営、フランチャイズ等の事業形態は、問わないものとする。 

(1) 市内に本店又は支店等を有し、事業を営む中小企業者であって、

市外への販路拡大又は販売促進に取り組むもの（支店等である場合

は、常時雇用する従業員がおり、商品等に龍ケ崎の名を冠する等に

より市の認知度向上に寄与すると認められる中小企業者に限る。）

であること。 

(2) 市税及び税外収入金の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていな

いこと。 



(3) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為に関与していないこ

と。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助対象者としないものとする。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号の暴力団であり、又は暴力団の統制の下に

ある者 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）の規定による許可等を要する事業を営む者 

(3) その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、製品、技術等の販路拡大又は販売促進を目的として開催される展

示会等への出展とする。 

２ 前項の場合において、補助対象事業に係る展示会等は、補助金の交

付の申請日が属する年度内において開催され、かつ、当該年度内に補

助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の支

払が完了する展示会等であるものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象事業に要する費用のうち、次に掲げ

るものとする。 

(1) 会場使用料、小間口料等の会場の使用に係る費用 

(2) 展示装飾に係る費用 

(3) 商品、備品等を運搬するために係る費用 

(4) 設備等を借用した際に係る費用 

(5) その他市長が必要と認める費用 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が他の事業者と連携して展示

会等への共同出展を行う場合の補助対象経費は、補助対象者が分担す

る前項各号に掲げる費用とし、その負担割合及び金額を確認できる書

類を市長に提出できる場合に限り補助金の交付の対象とする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じて得た額とし、



１０万円を上限とする。この場合において、１，０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 同一の補助対象者がすることができる補助金の交付の申請回数は、

当該年度内において１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」と

いう。）は、展示会等に出展する１０日前までに龍ケ崎市展示会等出

展支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 開催要項等の展示会等の内容が分かる書類 

(3) 補助対象経費に係る費用を確認できる書類 

(4) 未納税額がないことを証明する書類 

(5) 誓約兼同意書（様式第３号） 

(6) 共同出展の場合は、補助対象経費を分割して負担する割合及び負

担金額が確認できる書類 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、

その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、龍ケ崎市展示会等

出展支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により

申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助対象

事業を適切に行うために必要な指示をし、又は条件を付すことができ

るものとする。 

（補助対象事業の内容変更） 

第９条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者（以

下「補助事業者」という。）が当該補助対象事業の内容を変更しよう

とするときは、速やかに龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金変更承

認申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による補助対象事業の内容の変更の申請があっ

たときは、その内容を審査し、当該補助対象事業の内容の変更の可否



を決定し、龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金変更承認（不承認）

決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。

この場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交

付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又は当該決定の

内容の全部又は一部を取り消すことができる。 

（補助対象事業の中止） 

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業を中止しようとするときは、

速やかに龍ケ崎市展示会等出展支援事業中止報告書（様式第７号）を

市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第11条 補助事業者（前項の規定により補助対象事業の中止の報告をし

た補助事業者を除く。）は、補助対象事業が完了したときは、当該完

了の日から起算して２０日以内又は当該完了の日の属する年度の末日

のうちいずれか早い日までに、龍ケ崎市展示会等出展支援事業実績報

告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 収支決算書（様式第９号） 

(2) 補助対象経費に係る領収書の写しその他補助対象経費の支払が

確認できる書類 

(3) 展示会等への出展内容を確認できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の規定による補助対象事業の完了の報告を受けた

場合は、その内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、

補助金の交付の額を確定し、龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金交

付額確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知するものと

する。 

（補助金の交付の請求等） 

第13条 前条の規定により補助金の交付の額の決定を受けた補助事業者

（以下「補助決定者」という。）は、当該決定の通知を受けた日から

起算して１０日以内に龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金交付請求

書（様式第１１号）を市長に提出するものとする。 



２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を

交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、龍ケ崎市展示会等出

展支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１２号）により当該補

助決定者に通知するものとする。 

(1) 展示会等の中止その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更

により補助金の交付の目的の達成が困難であると認めるとき。 

(2) 偽り又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(3) この要綱又は補助金の交付の決定の際に付した条件に違反した

とき。 

(4) その他市長が不適当と認めるとき。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部

を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、既

に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 前項の規定により補助金の返還を求められた補助決定者は、直ちに

当該補助金を返還しなければならない。 

（帳簿の保存） 

第16条 補助決定者は、補助金の交付に係る証拠書類を補助対象事業が

完了した日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年１０月３１日告示第１９６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

付 則（令和７年１０月１０日告示第１５２号） 

この告示は、令和７年１０月１４日から施行する。 


